
救急情報用紙

「救急 命のバトン」一式

マーク
ステッカー

ケース

《敬称略》

氏　名 担当地区

伊　藤　雅　祥 （古川第1） 古川第1、第2

秋　山　　　弘 （南） 宮前、屋形荒場、三本松、南

實　川　　　薫 （木戸） 木戸、辻 （丘）

※氏名の後の（　）は、担当民生委員・児童委員の居住地区名
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◎新しい民生委員・児童委員を紹介
　平成28年12月1日から欠員となっていた民生
委員・児童委員が、4月1日付で厚生労働大臣か
ら委嘱されました。
　福祉に関する悩みごとがありましたら、お気

軽にご相談ください。

◎救急医療情報キット「救急 命のバトン」を配付
　「救急 命のバトン」は、不安を抱えるひとり暮らしの方が、
緊急時に駆けつけた救急隊などが命のバトン（救急情報用紙）
を発見することで、その方の病名などの情報を的確に知る
ことができ、救命の一助となるものです。
　希望する方は、担当地区の民生委員・児童委員が訪問し
たときに、お申込ください。

対　象　町内在住で65歳以上のひとり暮らしの方
配付品　救急医療情報キット「救急 命のバトン」一式
　　　　（救急情報用紙、ケース、マークステッカー）
料　金　無料
福祉課社会福祉班　☎84－1257

身近な相談相手　民生委員・児童委員身近な相談相手　民生委員・児童委員
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◎定期訪問
　4月から、町内全域で担当地区の民生委員・児童委員が、次の世帯を対象に訪問調査をし、その後、見守りや

生活上の相談を目的とした定期訪問を行います。民生委員・児童委員が訪問したときは、ご協力をお願いします。

対　象　①65歳以上でひとり暮らし世帯　　②65歳以上の方だけで構成する世帯
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